
【NSW州】Newcastle市等 NSW州地方部への外出制限令の拡大(８月５日（木）午後５

時から８月１３日（金）午前０時１分まで) 

 

【ポイント】 

●Newcastle、Lake Macquarie、Maitland、Port Stephens、Singleton、Dungog、

Muswellbrook、Cessnock 各市（LGA）へ外出制限令が拡大されます。これらの市の在

住者は、８月５日（木）午後５時から８月１３日（金）午前０時１分までの間、（１）食品等

必要不可欠な買い物、（２）医療・介護ケア、（３）屋外での運動、（４）必要不可欠な通

勤・通学の目的以外での外出は認められません。 

●上記地域に適用されるその他の規制は、シドニー大都市圏に課されている規制と

同様です。 

 

【本文】 

１ 一部の NSW州地方部で新型コロナウイルスの市中感染が確認された状況を受け

て、NSW 州政府は、シドニー大都市圏(Blue mountains 地域、Central Coast 地域、

Wollongong 地域、及び Shellharbour 地域を含む)で現在実施されている外出制限

令を Newcastle、Lake Macquarie、Maitland、Port Stephens、Singleton、Dungog、

Muswellbrook、Cessnock 各市（LGA）へ拡大することを発表しました。これらの市の在

住者は、８月５日（木）午後５時から８月１３日（金）午前０時１分までの間、以下の目的

以外での外出は認められません。 

(１)食品等必要不可欠な買い物（在住する市（LGA）内または自宅から１０キロ圏内に

限定（地元で入手できない場合を除く）） 

(２)医療・介護ケア(新型コロナウイルスワクチン接種を含む) 

(３)屋外での運動(在住する市（LGA）内または自宅から１０キロ圏内に限定。２人以

下） 

(４)必要不可欠な通勤・通学 

 

２ 上記地域に適用されるその他の規制は、シドニー大都市圏で現在実施中の規制

と同様です。規制内容は状況に応じて常に変更されますので､最新の情報や詳細は

NSW州ウェブサイトでご確認ください。不明な点がある場合には、NSW 州保健省に電

話(1800 943553)でご確認ください。 

 

○NSW 州政府ウェブサイト 

(８月５日付メディアリリース：Newcastle 等 NSW 州地方部への外出制限令の拡大) 

https://www.health.nsw.gov.au/news/Pages/20210805_00.aspx 

 

https://www.health.nsw.gov.au/news/Pages/20210805_00.aspx


(州の新型コロナウイルス情報) 

https://www.nsw.gov.au/covid-19 

 

【在シドニー日本国総領事館】  

Consulate-General of Japan in Sydney  

 Level 12、 1 O'Connell Street、  

Sydney NSW 2000 Australia  

代表電話（61-2）9250-1000  

 Fax（61-2）9252-6600  

 Web：https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html  

 Email：japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp  

 

※このメールは在留届、たびレジ、総領事館メールマガジン配信登録／読者登録に 

登録されたメールアドレスに配信されております。 

 

※「たびレジ」に簡易登録された方でメールの配信を変更・停止したい方は、以下の 

URL から手続きをお願いいたします。 

（変更）https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth  

（停止）https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete  

 

※「メールマガジン」に登録された方でメールの配信を変更・停止したい方は、以下の 

URL から手続きをお願いいたします。 

（変更）https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/modify?emb=sydney.au  

（停止）https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/delete?emb=sydney.au 

https://www.nsw.gov.au/covid-19

